
令和８年３月２７日 
各 位 

国土交通省 住宅局 安心居住推進課 
 

令和８年度居住支援協議会活動支援事業についてのご案内 
 

日頃より住宅行政にご理解をいただきありがとうございます。 
さて、令和８年度居住支援協議会活動支援事業の公募につきまして、ご案内をさせていただき

ます。令和８年度の公募については、令和８年度予算によるものであり、令和８年度予算成立等
が事業実施の条件となりますので、令和 8 年度予算成立以降に公募を開始いたします。また、令
和 8 年度予算成立までは、「事前質問受付期間」として、当省の HP にて応募要領（暫定版）を掲
載し、当該要領に関する事前質問を受け付ける期間といたします。詳細につきましては、下記を
ご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

※本事業は、令和８年度予算によるものであり、国会における予算審議の状況によっては、 
公募開始時期や事業期間の変更等があり得ることをあらかじめご了承ください。 

                    記 

１．公募に関する概要 

内容 事前質問受付 

（応募要領（暫定版）事前公開） 

公募 

期間 令和８年３月２７日（金）～ 

令和 8 年度予算成立まで 
令和 8 年度予算成立以降 

事務局 国土交通省 住宅局 安心居住推進課 居住支援協議会推進室 

※応募様式提出先（連絡先）は予算成立後
に公開予定の応募要領（正式版）等に掲載
します。 

HP ※URL は２．事前質問受付先に記載 

（応募要領（暫定版）を掲載いたします） 

令和 8 年度予算成立以降に公開予定 

備考 
・応募要領（暫定版）の内容に関する事前質問について対
応させていただきます。 
・応募要領（暫定版）は、今後内容が変更となる場合もご
ざいます。令和 8 年度予算成立以降、必ず応募要領（正式
版）をご確認ください。 
・応募様式の内容や審査に関するご質問についてはお答
えできません。令和 8 年度予算成立以降、「居住支援協議
会推進室」へお問い合わせください。 
・応募様式は、令和 8 年度予算成立以降公開されます。ま
た、令和 8 年度予算成立以降に「居住支援協議会推進室」
へご提出いただきます。 

・公募開始以降は「居住支援協議会推進室」が本事
業を担当させていただきます。 
・応募様式の提出先も「居住支援協議会推進室」と
なります。送信先の間違いにより、締切を超過した
場合等、一切の責任を負いかねますのでご注意く
ださい。 

  

 



２．事前質問受付先（3/28～令和 8 年度予算成立まで） 

  国土交通省 住宅局 安心居住推進課 
メールアドレス：hqt-kyougikai-oubo@gxb.mlit.go.jp 
電話番号：０３－５２５３－８１１１ 
※現状少人数で運営しているため、可能な限りご質問はメールにて 

いただけますと幸いです。 
  

※応募要領（暫定版）を掲載するＨＰのＵＲＬ  

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr3_000019.html 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


